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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　高第１１２９号-4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　平成21年５月16日
高齢者保健福祉施設の長　様

（神戸市東灘区､灘区､中央区､兵庫区､北区､長田区及び芦屋市の施設を除く｡）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県健康福祉部社会福祉局高齢社会課長
新型インフルエンザ対策について（依頼）

　標記については、平成21年5月16日付け高第1128号で通知したところですが、神戸市において、新たに新型インフルエンザの感染患者が発生したことが判明したため、要請対象地域を拡大したのでご了知願います。
記

１　対応方針

上記通知では、「兵庫県新型インフルエンザ対策計画」に基づき、原則として県内で第１例目の患者が確認された時点で、県下の全ての学校、通所施設等に臨時休業を要請することにより、感染の拡大防止を図ることとしていたが、今回の新型インフルエンザが弱毒性であること等を踏まえ、別添知事メッセージのとおり、当該計画の運用として、感染者の発生地域に限定した地域レベルでの対応を要請する。
２　現時点での要請対象地域・内容

（１）要請対象地域（下線部が新規発生地域）
　　神戸市東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区及び芦屋市
（２）要請内容の概略
①　要請対象地域に所在する通所系サービス事業所については、当面の間、臨時休業をすること。
②　要請対象地域に所在する短期入所施設については、今後当面の間、受け入れを行わないこと。

③　要請対象地域に所在する入所施設については、入所者等に対する健康管理を徹底し、発熱等があれば健康福祉事務所（保健所）に連絡すること、家族等との面会制限を行うこと、職員に対する衛生管理を徹底すること。

※　訪問系サービス事業所については、今回の要請対象から除く。
３　今後の取扱い

（１）感染者の発生地域の拡大状況等に応じ、２（１）の要請対象地域を拡大し、同（２）の要請を行う。

（２）各要請対象地域については、地域における感染の終息状況を見つつ、県において要請解除の判断を行い、通知を行う。
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